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高齢者は複数疾患への罹患や、複数の医療機関への受診により、多剤併用とそれに

伴う薬物有害事象とノンアドヒアランス（薬を正しく飲まない）リスクを抱えている

。介護老人保健施設（以下、老健施設）では、入所時に高齢者の多剤併用、重複投与

や有害事象について把握し、管理することが可能であり入所者の減薬が必要となるケ

ースも多い。本研究では、老健施設入所時に投与されていた薬剤に関して、入所中の

変更等について実態を把握し、老年医学の観点から適正な投与方法を検討した。  

これまでの研究では、高齢者において薬剤が5剤を超えると様々な有害事象が起きやす

いことが分かっていた。多剤併用や多重投与を減らす一つの試みとして、平成24年より

、日本老年医学会は老健施設管理医師に対する研修制度を開始した。また平成27年に日

本老年医学会は高齢者の安全な薬物療法ガイドラインを出版したところである。 

今回の研究結果では老健施設の管理医師は、薬剤の減量を積極的に行っていることが

浮き彫りにされた。入所時の服薬種類数は平均5.9剤であったが1か月後には5剤程度まで

に減り、2か月目には5.35剤とやや増えていた。この増加は症状に応じた治療がなされて

いるためであろう。一方、入所期間中ジェネリック医薬品の割合は増える傾向があった。

薬価の分析は服薬数の換算が今回の報告では不十分なため正確ではないが、入所後一旦

減少し、その後2か月目には再び増加する傾向があり、この傾向は高血圧および認知症を

有している利用者に目立った。これらのことから、入所後、老健施設の管理医師は、利

用者の症状を確認しつつ薬の増減を行っていると考えられた。 

一方、増加に伴う有害事象と減少に伴う有害事象と考えられるものが、それぞれ3-4%

程度とほぼ同じぐらい報告された。その中には、転倒やせん妄が多く、必ずしも薬剤に

よるものとは断定できない。しかし老健施設入所中は減薬や増薬に伴う有害事象を観察

、報告することが可能であるため、入所中に薬剤の種類を減らし、さらにジェネリック

に切り替えることが、外来診療で行うよりも安全に行いうると考えらえた。 

一方、減薬したことについての診療情報の提供はまだ十分とは言えない。例えば約2割

の管理医師が薬の変更の内容をかかりつけ医に充分伝えられておらず、その結果、薬剤

がまた増えてしまうということがあり得ると考えられた。  

今回の報告は、分析期間が短かったため、十分なデータクリーニングを行えず多くの

課題を残した。まず今回の調査では、服薬回数が反映できていないため、薬剤費用に対

する計算が不十分であった。また増薬や減薬の影響についても、疾患や薬種別の分析が

行われていない。さらには、医師の属性として、研修会への参加や経験等がどのように

影響しているのかも検討できていない。これらは今後の検討課題である。 

しかしながら、処方箋をベースにしたデータの解析精度を向上させ、これまでは約半

分以下しかマッチングできなかった処方内容を9割以上マッチング可能にしたことで、老

健施設の管理医師の入所からの減薬パターンを明らかにした。その結果、今回の事業は

薬剤の重複投与や多剤投与に対して老健施設が大きな役割を果しえることを示すことが

できた。さらにマクロ的な視点から観ると、要介護高齢者が老健施設に入所することで

、薬剤に関連する医療費の削減が期待できる。 



 


